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令和２年度第１回高松市高齢者保健福祉・介護保険制度運営協議会（協議体）会議録 

 

高松市附属機関等の設置、運営に関する要綱の規定により、次のとおり会議記録を公表しま

す。 

 

会 議 名 令和２年度第１回高松市高齢者保健福祉・介護保険制度運営協議会（協議体） 

開 催 日 時 令和３年２月２５日（木） 午後１時３０分～午後２時３０分まで 

開 催 場 所 高松市役所１３階 大会議室 

議 題 
(1) 総合事業について 

(2) その他 

公開の区分  ■ 公開  □ 一部公開  □ 非公開 

上 記 理 由  

出 席 委 員 

山下会長、虫本職務代理、石川委員、上田委員、植中委員、梅村委員、喜田委員、喜

多委員、小西委員、近藤委員、鈴木委員、田中(邦)委員、田中(克)委員、野上委員、

萩池委員、古川委員、前田委員、松村委員、三瀬委員、元木委員、大原委員、片山委

員、工藤委員、合田委員、多田羅委員、松本委員、横倉委員 

欠 席 委 員 髙嶋委員、髙橋委員 

傍 聴 者 ２人、報道０社 

担 当 課 

及 び 

連 絡 先 

長寿福祉課 ０８７－８３９－２３４６ 

介護保険課 ０８７－８３９－２３２６ 

地域包括支援センター ０８７－８３９－２８１１ 

地域共生社会推進室 ０８７－８３９－２３７２ 

 

審議経過及び審議結果 

会議を開会し、次の議題について協議し、下記の結果となった。 

次のとおり、会議を開催した。 

 

１ 開会 

  健康福祉局長挨拶 

  会議を公開とすることについて承認を得る 

 

２ 議題 

(1) 総合事業について（資料 1、資料 2） 

  事務局から説明 

(2) その他 
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意見及び質疑応答 

 

 Ａ委員 <議題(１)について> 

 サービスＡの対象者について、身体介護が必要な方も、通所サービス

Ａに移行している現状があることを御理解いただきたい。また、サービ

スＢの対象者を拡大する件についても、将来的にサービスＡと同じよう

なことになるのではないかと心配がある。 

 

事務局 <議題(１)について> 

 住民主体のサービスについては、地域で少しでも長く生活してもらう

ことを目的に考えているもので、このサービスを利用して、介護保険料

を抑えようとしているものではない。 

 

Ｂ委員 

 

<議題(１)について> 

 資料１Ｐ１４の、要介護認定者がサービスＢを継続して利用できる件

について、介護保険の点数はどうなるのか。 

  

事務局 

 

 

 

<議題(１)について> 

 これまでは、要介護認定を受けると使えなくなっていたサービスＢを、

要介護認定者でも利用できるようになるというもので、住民主体のサー

ビスＢは補助金で運営されており、介護保険の点数を利用するわけでは

ない。 

 

 Ｃ委員 

 

<議題(１)について> 

 地域独自支援について、対象者を増やした地域は、どのような方を対

象者に追加したのか。また、増やした対象者に、補助金を利用してもい

いのか。 

  

事務局 

 

<議題(１)について> 

 独自支援については、総合事業とは別の２本柱として立ち上げている

ものである。金額設定等は各地区で決定している。 

  

Ｄ委員 

 

 

<議題(１)について> 

 資料１Ｐ１４、サービスＢの対象者を広げる件について、住民の方が

支えるには少し負担が大きくなることがあると想定されるが、そのこと

についてのリスクマネジメントについてはどのように考えているのか。 

 

事務局 

 

<議題(１)について> 

 今回の対象者拡大については、要支援や事業対象となっている段階で

サービスＢを利用している方が、要介護認定となっても引き続き受けら

れるというものであり、全く身体状況を把握していない要介護認定者が
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利用するということではない。ある程度、地域が利用者の身体状況を把

握しているうえで、生活支援コーディネーター等と地域が相談しながら、

利用者がどこまでサービスを利用できるかを判断していくように考えて

いる。 

 

３ 閉会 

 

 
 


